
吉川市安全安心都市宣言の宣言文の解説 

 

●宣言文 

 

犯罪や交通事故は、私たちの生活する場で起こります。時には子ども

たちも巻き込んで、今まであたり前だった幸せな生活をこわしてしまい

ます。 

犯罪や交通事故のない安全で安心して暮らせる吉川市を築くことは、

市民みんなの願いです。 

今、私たちは「自らの安全は自ら守ろう」を合言葉に、市民一人ひと

りがおたがいのつながりを深め、力を合わせて、犯罪や交通事故のない

まちを目指します。 

ここに、私たちは、安全で安心なまちの実現に向けて、吉川市を「安

全安心都市」とすることを宣言します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●宣言文の解説 

 

『 ①犯罪や交通事故は、②私たちの③生活する場で起こります。時には④子どもたちも

巻き込んで、⑤今まであたり前だった幸せな生活をこわしてしまいます。 』 

①自然災害を除いた、生活の中の身近な問題として犯罪と交通事故について取り上げています。 

②すべての人、誰しも、という意味です。 

③職場、家庭･･･日常生活の中で、という意味です。 

④子どもは未来を担う宝です。しかし、住民の連帯意識の希薄化などを背景に、犯罪の発生件数の

増加に比例するように、何の罪もない、抵抗もできない子どもたちが連れ去られたり、いきなり

襲われたり、安全であった学校に不審者が侵入してくるなどの事件が増加しています。また、近

年市内でも小学生が重傷を負う交通事故が多発しています。 

⑤年々増加する犯罪は、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっています。こうした中で、犯

罪被害者や交通事故の犠牲者とその家族は、大きな痛手を受けながら、肉体的、精神的、経済的

な苦痛を強いられます。犯罪や事故による被害の責任を負うのは、加害者ですが、誰もが被害者

となる可能性の高まっている今こそ、被害者の視点に立って、安全で安心した社会の実現に向け

た新たな一歩を踏み出さなければなりません。また、時には、交通事故の加害者となってしまい、

自分自身や家族の幸せな生活を壊してしまうこともあります。 

 

『 犯罪や事故のない⑥安全で安心して暮らせる吉川市を築くことは、⑦市民みんなの願

いです。 』 

⑥安全が確保されて、安心できるという考え方です。具体的に安全・安心とは、社会の安全が何ら

かの方法で確保できたとしても、安全を考慮せずに個人が行動すれば、安全な社会は容易に崩れ

てしまいます。社会の安全に加えて、利用する個人が安全に対する知識や意識を持って行動する

ことではじめて安全が確保され、個人が安心できるといわれています。 



⑦平成１７年１２月に実施した市民意識調査では、市の各施策を取組む中での重要度（回答選択が

４４項目）として、３番目に「防犯・交通安全」が重要であるとの回答がありました。防犯や交

通安全に対する市民の重要度は高いことが伺えます。 

 

『 今、⑧私たちは⑨「自らの安全は自ら守ろう」を⑩合言葉に、市民一人ひとりが⑪お

たがいのつながりを深め、⑫力を合わせて、⑬犯罪や交通事故のないまちを目指します。 』 

⑧「私たち」には、市民、地域（自治会、ＰＴＡなど）、事業者、市、警察、県、国など、吉川市

にかかわるすべての方が含まれています。 

⑨「自ら」とは自分やまわりの方、グループ、地域をいいます。犯罪や交通事故に遭わないことが

重要であり、まずは自分たちを守るための方法や知識を高める必要があります。 

⑩市民一人ひとりが意識しましょう、という意味です。 

⑪地域の安全安心を推進する上で、地域のコミュニティが果たす役割は非常に重要です。その地域

で暮らす住民同士が、地域への関心、愛着や互いに支え合う意識を持つことは、安全安心のまち

づくりの基礎といえます。 

⑫市民、地域、事業者、市、警察がそれぞれの責務や役割を確認し、みんなの力で「地域の安全性」

を高め、誰もが安心して暮らせるまちの実現に向けて取り組む、ということです。（下記参照） 

⑬犯罪や交通事故をゼロにすることは非常に困難ですが、みんなの力で、犯罪や交通事故を減少さ

せ、「犯罪や交通事故のないまち」を目指すものです。 

 

『 ⑭ここに、私たちは、安全で安心なまちの実現に向けて、吉川市を「安全安心都市」

とすることを宣言します。 』 

⑭吉川市を安全で安心なまちにするため、吉川市を「安全安心都市」とすることを広く明らかにす

るとともに、市民、市、警察など市に係るすべての人々がその実現を決意するものです。 

 

市、市民、地域、事業者の主な役割 
 
【市】 

○防犯・交通安全に関する総合的な施策の実施 

 （市民等の意識の高揚、地域活動等の支援･育成、市民等への情報提供･知識の普及、 

  公共施設等の防犯性の向上、防犯施設の整備、交通安全施設の整備など） 
 
【市民】 

○個人、家庭での安全確保（防犯対策の実施、交通ルールの遵守、知識の習得など） 

○地域活動への参加 

○市の施策への協力 
 
【地域】 

○地域活動の実施（防犯パトロール、子どもの見守り活動、交通危険箇所の把握など） 

○地域住民への地域活動参加の呼びかけ 

○市の施策への協力 
 
【事業者】 

○防犯対策・交通安全運動の実施 

○地域活動等への参加・協力 

○市の施策への協力 


